
他の事務手続・書類と重複しているため代替するもの①

事務手続き・書類 該当サービス 必要書類・作業 見直し内容

住宅改修における事 ・住宅改修 ①事前申請書 居宅サービス計画等の内容と重複部分は省略可
前申請書及び理由書 ②理由書

訪問看護報告書 ・訪問看護（予防） 訪問看護報告書 訪問看護計画書の記載との重複部分は省略可

リハビリテーション ・訪問リハビリテーション（予防） ①リハビリテーション実施計画書 ①各サービス計画に記載することで代替可
マネジメント加算 ・通所リハビリテーション（予防） ②利用者状態の定期的な記録 ②サービス提供記録に記載することで代替可

・老人保健施設 ③サービス提供終了時の情報提供 ③サービス提供記録の写しで代替可

リハビリテーション ・老人保健施設における短期入所療 リハビリテーション実施計画書 各サービス計画に記載することで代替可
機能強化加算 養介護（予防）

栄養マネジメント加 ・通所介護 ①栄養ケア計画 ①は各サービス計画に記載することで代替可
算 ・通所リハビリテーション ②栄養ケア提供経過記録 ②の内容については、サービス提供記録で代替可

・認知症対応型通所介護 ③栄養ケアモニタリング （なお、別途①②及び③④の様式をそれぞれ統一）
・老人福祉施設（地域密着） ④栄養アセスメント ⑤はサービス提供記録に記載することで代替可
・老人保健施設 ⑤栄養状態の定期的な記録
・介護療養型医療施設

経口移行加算 ・老人福祉施設（地域密着） 経口移行計画・経口維持計画 各サービス計画に記載することで代替可
経口維持加算 ・老人保健施設

・介護療養型医療施設

口腔機能向上加算 ・通所介護（予防） ①改善指導計画 ①は各サービス計画に記載することで代替可
歯科衛生士等の居宅 ・通所リハビリテーション（予防） ②提供経過記録 ②の内容については、サービス提供記録で代替可

（ 、 ）療養管理指導 ・認知症対応型通所介護（予防） ③リスク把握 なお 別途①②及び③④⑤の様式をそれぞれ統一
・居宅療養管理指導（予防） ④アセスメント ⑥はサービス提供記録に記載することで代替可

⑤モニタリング
⑥定期的な記録

個別機能訓練加算 ・通所介護 個別機能訓練計画 各サービス計画に記載することで代替可
・認知症対応型通所介護（予防）
・特定施設（予防・地域密着）
・老人福祉施設（地域密着）

運動器機能向上加算 ・介護予防通所介護 ①運動器機能向上計画 ①各サービス計画に記載することで代替可
・介護予防通所リハビリテーション ②定期的な記録 ②サービス提供記録に記載することで代替可

管理栄養士及び歯科 ・居宅療養管理指導（予防） 定期的な記録 サービス提供記録に記載することで代替可
衛生士等による居宅
療養管理指導



②様式や項目を削減・簡素化するもの

事務手続き・書類 該当サービス 必要書類・作業 見直し内容

サービス提供責任者 ・訪問介護（予防） サービス提供責任者の経歴書 介護福祉士・介護職員基礎研修修了者・ヘルパー１
に係る提出書類 級は登録証・修了証明書の写しに代替

居宅サービス計画 ・居宅介護支援 第５表「サービス担当者に対す 内容を第４表「サービス担当者会議の要点」に盛り
る照会内容」 込むこと（他の書類で確認可能なら省略可）とし、

削除

施設サービス計画 ・老人福祉施設（地域密着） 第６表「サービス担当者に対す 内容を第５表「サービス担当者会議の要点」に盛り
・老人保健施設 る照会内容 込むと（他の書類で確認可能なら省略可）とし、削
・介護療養型医療施設 除

栄養マネジメント加 ・通所介護 ①栄養ケア計画 ①と②の様式を統一
算 ・通所リハビリテーション ②栄養ケア提供経過記録 （①は各サービス計画に記載することで代替可）

（ 、 ）・認知症対応型通所介護 ③栄養ケアモニタリング ②の内容については サービス提供記録で代替可
・老人福祉施設（地域密着） ④栄養アセスメント ③と④の様式を統一
・老人保健施設 ⑤栄養状態の定期的な記録 （⑤はサービス提供記録に記載することで代替可）
・介護療養型医療施設

口腔機能向上加算 ・通所介護（予防） ①口腔機能改善管理指導計画 ①と②の様式を統一
歯科衛生士等の居宅 ・通所リハビリテーション（予防） ②提供経過記録 （①は各サービス計画に記載することで代替可）

（ 、 ）療養管理指導 ・認知症対応型通所介護（予防） ③リスク把握 ②の内容については サービス提供記録で代替可
・居宅療養管理指導（予防） ④アセスメント ③と④と⑤の様式を統一

⑤モニタリング （⑥はサービス提供記録に記載することで代替可）
⑥定期的な記録


